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(57)【要約】
【課題】フォーク形状を予め超音波探傷に好適化したフ
ォーク型のタービン動翼を提供する。
【解決手段】外フォーク１０のロータ軸方向の厚みをＷ
２、ロータ軸方向にとった超音波センサの中心と外フォ
ーク１０の端部との距離をＷ３、ロータ径方向にとった
超音波センサからピン穴１１の中心までの距離をＨ、ロ
ータ回転方向にとった外フォーク１０の幅をＬ、超音波
センサが発振する超音波の波長をλ、ロータ径方向にと
った超音波センサの中心と外フォーク１０の端部との距
離をＳとしたとき、
　［（Ｈ２＋（Ｌ－Ｓ）２＋（Ｗ２＋Ｗ３）２）］１／

２－［（Ｈ２＋（Ｌ－Ｓ）２＋（Ｗ３）２）］１／２＞
λ
で表される関係が成立するように外フォーク１０を形成
する。
【選択図】図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の翼フォークを有するフォーク型の翼植込部を備えたタービン動翼において、
　前記複数のフォークのうちロータ軸方向の端部に位置しロータ回転方向の端部にピン穴
を有する外フォークと、
　前記翼植込部のロータ径方向の外側に一体形成された翼取り付け部と、
　前記翼取り付け部に取り付けられた翼部と、
　前記翼取り付け部の前記翼部が取り付けられた翼取り付け面に設けられ、超音波センサ
が載置される平滑面とを備え、
　前記外フォークのロータ軸方向の厚みをＷ２、ロータ軸方向にとった超音波センサの中
心と前記外フォークの端部との距離をＷ３、ロータ径方向にとった前記超音波センサから
前記ピン穴の中心までの距離をＨ、ロータ回転方向にとった前記外フォークの幅をＬ、前
記超音波センサが発振する超音波の波長をλ、ロータ径方向にとった前記超音波センサの
中心と前記外フォークの端部との距離をＳとしたとき、
　［（Ｈ２＋（Ｌ－Ｓ）２＋（Ｗ２＋Ｗ３）２）］１／２－［（Ｈ２＋（Ｌ－Ｓ）２＋（
Ｗ３）２）］１／２＞λ
で表される関係が成立するように前記外フォークを形成したことを特徴とするタービン動
翼。
【請求項２】
　複数の翼フォークを有するフォーク型の翼植込部を備えたタービン動翼において、
　前記複数のフォークのうちロータ軸方向の端部に位置する外フォークの間に位置しロー
タ回転方向の中央にピン穴を有する中フォークと、
　前記翼植込部のロータ径方向の外側に一体形成された翼取り付け部と、
　前記翼取り付け部に取り付けられた翼部と、
　前記翼取り付け部の前記翼部が取り付けられた翼取り付け面に設けられ、超音波センサ
が載置される平滑面とを備え、
　前記中フォークのロータ軸方向の厚みをＷ２、ロータ軸方向にとった超音波センサの中
心と前記中フォークの端部との距離をＷ３、ロータ径方向にとった前記超音波センサから
前記ピン穴の中心までの距離をＨ、ロータ回転方向にとった前記中フォークの端部から前
記ピン穴の中心までの距離をＬ２、前記超音波センサが発振する超音波の波長をλ、ロー
タ径方向にとった前記超音波センサの中心と前記外フォークの端部との距離をＳとしたと
き、
　［（Ｈ２＋（Ｌ２－Ｓ）２＋（Ｗ２＋Ｗ３）２）］１／２－［（Ｈ２＋（Ｌ２－Ｓ）２

＋（Ｗ３）２）］１／２＞λ
で表される関係が成立するように前記中フォークを形成したことを特徴とするタービン動
翼。
【請求項３】
　請求項１又は２のタービン動翼において、
　前記翼取り付け部の複数の翼フォークを取り付ける領域のロータ軸方向の長さをＷ０、
各翼フォークのロータ軸方向の厚みをＷ２、翼フォークの数をＮ１としたとき、
　Ｎ１＜（Ｗ０／Ｗ２＋１）／２
で表される関係が成立するように形成したことを特徴とするタービン動翼。
【請求項４】
　複数の翼フォークを有するフォーク型の翼植込部を備えたタービン動翼において、
　前記複数のフォークのうちロータ軸方向の端部に位置しロータ回転方向の端部にピン穴
を有する外フォークと、
　前記翼植込部のロータ径方向の外側に一体形成された翼取り付け部と、
　前記翼取り付け部に取り付けられた翼部と、
　前記翼取り付け部の前記翼部が取り付けられた翼取り付け面に設けられ、超音波センサ
が載置される平滑面とを備え、
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　前記外フォークのロータ軸方向の厚みをＷ２、ロータ軸方向にとった超音波センサの中
心と前記外フォークの端部との距離をＷ３、ロータ径方向にとった前記超音波センサから
前記ピン穴の中心までの距離をＨ、ロータ回転方向にとった前記外フォークの幅をＬ、前
記超音波センサが発振する超音波の波長をλ、ロータ径方向にとった前記超音波センサの
中心と前記外フォークの端部との距離をＳ、前記ピン穴に到達するまでに前記外フォーク
の内面で超音波が反射する回数をｎとしたとき、
　［（Ｈ２＋（（ｎ＋１）・Ｌ－Ｓ）２＋（Ｗ２＋Ｗ３）２）］１／２－［（Ｈ２＋（（
ｎ＋１）・Ｌ－Ｓ）２＋（Ｗ３）２）］１／２＞λ
で表される関係が成立するように前記外フォークを形成したことを特徴とするタービン動
翼。
【請求項５】
　複数の翼フォークを有するフォーク型の翼植込部を備えたタービン動翼において、
　前記複数のフォークのうちロータ軸方向の端部に位置する外フォークの間に位置しロー
タ回転方向の中央にピン穴を有する中フォークと、
　前記翼植込部のロータ径方向の外側に一体形成された翼取り付け部と、
　前記翼取り付け部に取り付けられた翼部と、
　前記翼取り付け部の前記翼部が取り付けられた翼取り付け面に設けられ、超音波センサ
が載置される平滑面とを備え、
　前記中フォークのロータ軸方向の厚みをＷ２、ロータ軸方向にとった超音波センサの中
心と前記中フォークの端部との距離をＷ３、ロータ径方向にとった前記超音波センサから
前記ピン穴の中心までの距離をＨ、ロータ回転方向にとった前記中フォークの幅をＬ、ロ
ータ回転方向にとった前記中フォークの端部から前記ピン穴の中心までの距離をＬ２、前
記超音波センサが発振する超音波の波長をλ、ロータ径方向にとった前記超音波センサの
中心と前記外フォークの端部との距離をＳ、前記ピン穴に到達するまでに前記外フォーク
の内面で超音波が反射する回数をｎとしたとき、
　［（Ｈ２＋（ｎ・Ｌ＋Ｌ２－Ｓ）２＋（Ｗ２＋Ｗ３）２）］１／２－［（Ｈ２＋（（ｎ
・Ｌ＋Ｌ２－Ｓ）２＋（Ｗ３）２）］１／２＞λ
で表される関係が成立するように前記中フォークを形成したことを特徴とするタービン動
翼。
【請求項６】
　請求項４又は５のタービン動翼において、
　前記翼取り付け部の複数の翼フォークを取り付ける領域のロータ軸方向の長さをＷ０、
各翼フォークのロータ軸方向の厚みをＷ２、翼フォーク枚数をＮ２としたとき、
　Ｗ０＞（２／Ｎ２－１）・Ｗ２
で表される関係が成立するように形成したことを特徴とするタービン動翼。
【請求項７】
　請求項１～６のいずれかのタービン動翼において、前記平滑面の面積が９ｍｍ２以上で
あることを特徴とするタービン動翼。
【請求項８】
　請求項１～７のいずれかのタービン動翼において、前記平滑面の面積が１００ｍｍ２以
下であることを特徴とするタービン動翼。
【請求項９】
　請求項１～８のいずれかのタービン動翼において、前記平滑面が、前記翼取り付け面の
前記翼フォークの延長上に位置していることを特徴とするタービン動翼。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、フォーク型の翼植込部を有するタービン動翼に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　フォーク型の翼植込部を有するタービン動翼（以下、フォーク型のタービン動翼と適宜
記載する）は、そのフォークをディスクのフォークに対してピンで固定する構成が一般的
である。この構成の場合、タービンの回転に伴ってピン穴に応力がかかるため、ピン穴部
に亀裂（欠陥）が生じることがある。このため、供用中の動翼の信頼性を確認するために
、タービン動翼のフォークの欠陥検査が重要視されている。
【０００３】
　フォークの欠陥検査には、従来から磁粉探傷試験（ＭＴ：Magnetic particle Testing
）が利用されていた。ＭＴとは、検査対象に磁場をかけた際に欠陥から漏洩する磁束を検
出する手法であって、欠陥の漏洩磁束に集積される蛍光物質を塗布した磁性金属粉に紫外
線を照射し、磁性金属粉の集積の有無を蛍光物質の発光により観察することで欠陥を検出
する。しかし、ＭＴによる欠陥検査はピンを抜いてディスクとタービン動翼を分解しなけ
ればならないため、検査に時間がかかるという問題があった。
【０００４】
　そこで、非分解検査を実現する技術として、超音波探傷試験（ＵＴ：Ultrasonic Testi
ng）の適用が検討された。ＵＴとは、検査対象４０内に送信した超音波の反射波を超音波
センサで受信する検査方法であって、欠陥からの反射があるか否かで欠陥の有無を評価す
る。特許文献１には、図２４のようにディスクに対して周方向から組み入れるダブテイル
型の動翼にＵＴ手法を利用した欠陥検査を適用する例が開示されている。
【０００５】
【特許文献１】特開平７－２４８３１６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　タービン動翼の翼植込部の上面（翼プロフィルの根元部の取り付け面）に超音波センサ
を設置してフォークのピン穴に対して超音波を走査した場合、欠陥に直接当たって戻って
くる反射波と、欠陥で反射する前後にフォーク内面で反射した反射波が混在する。両者の
パスはフォークの厚み（ロータ軸方向の厚み）が狭まると近付き、例えば両者のパスの差
が探傷用の超音波の波長より短くなるとノイズが発生する。
【０００７】
　本発明は上記に鑑みてなされたもので、フォーク形状を予め超音波探傷に好適化したフ
ォーク型のタービン動翼を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　（１）上記目的を達成するために、本発明は、複数の翼フォークを有するフォーク型の
翼植込部を備えたタービン動翼において、前記複数のフォークのうちロータ軸方向の端部
に位置しロータ回転方向の端部にピン穴を有する外フォークと、前記翼植込部のロータ径
方向の外側に一体形成された翼取り付け部と、前記翼取り付け部に取り付けられた翼部と
、前記翼取り付け部の前記翼部が取り付けられた翼取り付け面に設けられ、超音波センサ
が載置される平滑面とを備え、
　前記外フォークのロータ軸方向の厚みをＷ２、ロータ軸方向にとった超音波センサの中
心と前記外フォークの端部との距離をＷ３、ロータ径方向にとった前記超音波センサから
前記ピン穴の中心までの距離をＨ、ロータ回転方向にとった前記外フォークの幅をＬ、前
記超音波センサが発振する超音波の波長をλ、ロータ径方向にとった前記超音波センサの
中心と前記外フォークの端部との距離をＳとしたとき、
　［（Ｈ２＋（Ｌ－Ｓ）２＋（Ｗ２＋Ｗ３）２）］１／２－［（Ｈ２＋（Ｌ－Ｓ）２＋（
Ｗ３）２）］１／２＞λ
で表される関係が成立するように前記外フォークを形成したことを特徴とする。
【０００９】
　（２）上記目的を達成するために、本発明は、複数の翼フォークを有するフォーク型の
翼植込部を備えたタービン動翼において、前記複数のフォークのうちロータ軸方向の端部
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に位置する外フォークの間に位置しロータ回転方向の中央にピン穴を有する中フォークと
、前記翼植込部のロータ径方向の外側に一体形成された翼取り付け部と、前記翼取り付け
部に取り付けられた翼部と、前記翼取り付け部の前記翼部が取り付けられた翼取り付け面
に設けられ、超音波センサが載置される平滑面とを備え、
　前記中フォークのロータ軸方向の厚みをＷ２、ロータ軸方向にとった超音波センサの中
心と前記中フォークの端部との距離をＷ３、ロータ径方向にとった前記超音波センサから
前記ピン穴の中心までの距離をＨ、ロータ回転方向にとった前記中フォークの端部から前
記ピン穴の中心までの距離をＬ２、前記超音波センサが発振する超音波の波長をλ、ロー
タ径方向にとった前記超音波センサの中心と前記外フォークの端部との距離をＳとしたと
き、
　［（Ｈ２＋（Ｌ２－Ｓ）２＋（Ｗ２＋Ｗ３）２）］１／２－［（Ｈ２＋（Ｌ２－Ｓ）２

＋（Ｗ３）２）］１／２＞λ
で表される関係が成立するように前記中フォークを形成したことを特徴とする。
【００１０】
　（３）上記（１）又は（２）において、好ましくは、前記翼取り付け部の複数の翼フォ
ークを取り付ける領域のロータ軸方向の長さをＷ０、各翼フォークのロータ軸方向の厚み
をＷ２、翼フォークの数をＮ１としたとき、
　Ｎ１＜（Ｗ０／Ｗ２＋１）／２
で表される関係が成立するように形成したことを特徴とする。
【００１１】
　（４）上記目的を達成するために、本発明は、複数の翼フォークを有するフォーク型の
翼植込部を備えたタービン動翼において、前記複数のフォークのうちロータ軸方向の端部
に位置しロータ回転方向の端部にピン穴を有する外フォークと、前記翼植込部のロータ径
方向の外側に一体形成された翼取り付け部と、前記翼取り付け部に取り付けられた翼部と
、前記翼取り付け部の前記翼部が取り付けられた翼取り付け面に設けられ、超音波センサ
が載置される平滑面とを備え、
　前記外フォークのロータ軸方向の厚みをＷ２、ロータ軸方向にとった超音波センサの中
心と前記外フォークの端部との距離をＷ３、ロータ径方向にとった前記超音波センサから
前記ピン穴の中心までの距離をＨ、ロータ回転方向にとった前記外フォークの幅をＬ、前
記超音波センサが発振する超音波の波長をλ、ロータ径方向にとった前記超音波センサの
中心と前記外フォークの端部との距離をＳ、前記ピン穴に到達するまでに前記外フォーク
の内面で超音波が反射する回数をｎとしたとき、
　［（Ｈ２＋（（ｎ＋１）・Ｌ－Ｓ）２＋（Ｗ２＋Ｗ３）２）］１／２－［（Ｈ２＋（（
ｎ＋１）・Ｌ－Ｓ）２＋（Ｗ３）２）］１／２＞λ
で表される関係が成立するように前記外フォークを形成したことを特徴とする。
【００１２】
　（５）上記目的を達成するために、本発明は、複数の翼フォークを有するフォーク型の
翼植込部を備えたタービン動翼において、前記複数のフォークのうちロータ軸方向の端部
に位置する外フォークの間に位置しロータ回転方向の中央にピン穴を有する中フォークと
、前記翼植込部のロータ径方向の外側に一体形成された翼取り付け部と、前記翼取り付け
部に取り付けられた翼部と、前記翼取り付け部の前記翼部が取り付けられた翼取り付け面
に設けられ、超音波センサが載置される平滑面とを備え、
　前記中フォークのロータ軸方向の厚みをＷ２、ロータ軸方向にとった超音波センサの中
心と前記中フォークの端部との距離をＷ３、ロータ径方向にとった前記超音波センサから
前記ピン穴の中心までの距離をＨ、ロータ回転方向にとった前記中フォークの幅をＬ、ロ
ータ回転方向にとった前記中フォークの端部から前記ピン穴の中心までの距離をＬ２、前
記超音波センサが発振する超音波の波長をλ、ロータ径方向にとった前記超音波センサの
中心と前記外フォークの端部との距離をＳ、前記ピン穴に到達するまでに前記外フォーク
の内面で超音波が反射する回数をｎとしたとき、
　［（Ｈ２＋（ｎ・Ｌ＋Ｌ２－Ｓ）２＋（Ｗ２＋Ｗ３）２）］１／２－［（Ｈ２＋（（ｎ



(6) JP 2010-19130 A 2010.1.28

10

20

30

40

50

・Ｌ＋Ｌ２－Ｓ）２＋（Ｗ３）２）］１／２＞λ
で表される関係が成立するように前記中フォークを形成したことを特徴とする。
【００１３】
　（６）上記（４）又は（５）において、好ましくは、前記翼取り付け部の複数の翼フォ
ークを取り付ける領域のロータ軸方向の長さをＷ０、各翼フォークのロータ軸方向の厚み
をＷ２、翼フォーク枚数をＮ２としたとき、
　Ｗ０＞（２／Ｎ２－１）・Ｗ２
で表される関係が成立するように形成したことを特徴とする。
【００１４】
　（７）上記（１）～（６）のいずれかにおいて、好ましくは、前記平滑面の面積が９ｍ
ｍ２以上であることを特徴とする。
【００１５】
　（８）上記（１）～（７）のいずれかにおいて、好ましくは、前記平滑面の面積が１０
０ｍｍ２以下であることを特徴とする。
【００１６】
　（９）上記（１）～（８）のいずれかにおいて、好ましくは、前記平滑面が、前記翼取
り付け面の前記翼フォークの延長上に位置していることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、フォーク型のタービン動翼の超音波探傷の確度が向上するので、供用
中のタービン動翼の信頼性を向上することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下に図面を用いて本発明の実施の形態を説明する。
【００１９】
　まずタービン動翼の探傷試験の背景技術について説明する。
【００２０】
　図１は本発明の適用対象となるフォーク型のタービン動翼を用いたタービンロータの構
成を表す斜視図である。
  図１に示したタービンロータは、ディスク１と、タービン動翼２と、ピン３とを備えて
いる。なお、図１では、ディスク１の一部のみを一部断面で示している。
【００２１】
　ディスク１は、回転軸の外周側に取り付けられた円盤状の部材であり、外周部にロータ
の回転軸方向（以下、ロータ軸方向と記載する）に列設されたディスクフォーク４を有し
ており、ディスクフォーク４には複数のピン穴５が軸方向に貫通して設けられている。
【００２２】
　タービン動翼２は、翼植込部７と、翼取り付け部８と、翼部（プロフィル部）９とを備
えている。翼植込部７は、タービン動翼２をディスク１に取り付けた姿勢（翼取り付け姿
勢）においてディスク１側に位置する部分であり、複数の翼フォーク１０を有している。
翼フォーク１０には、複数のピン穴１１が軸方向に貫通して設けられている。フォーク１
０は、タービン動翼２をディスク１に取り付けた姿勢において、ロータ径方向の内側に突
出した部材であり、軸方向に複数配列されている。これらフォーク１０は、ディスク１の
外周部に係合するように、ディスクフォーク４の間隔に対応する間隔で列設されている。
翼取り付け部８は、ロータ径方向に所定の厚みを有する部分であって翼植込部７のロータ
形方向外側に翼植込部７と一体に形成されている。翼取り付け部８のロータ径方向外側の
翼取り付け面１３にはタービン動翼２の翼部９が取り付けられている。また、翼取り付け
部８は軸方向の両端に張出部１２を有している。張出部１２は、タービン動翼２をディス
ク１に取り付けた姿勢において、翼植込部７の軸方向の両端面よりも軸方向に突出してい
る。
【００２３】



(7) JP 2010-19130 A 2010.1.28

10

20

30

40

50

　ディスクフォーク４のピン穴５と翼フォーク１０のピン穴１１は、タービン動翼２をデ
ィスク１に取り付けた姿勢において互いの位置が対応しており、ピン穴５，１１にピン３
を軸方向に挿通することでタービン動翼２がディスク１に対して固定される。ピン穴５，
１１は、タービン動翼２がディスク１に取り付けられた姿勢において互いの中心と直径が
一致するように設計されている。また、タービンの回転に伴ってピン穴５，１１にかかる
応力を分散して耐久性を向上させるため、ピン穴５，１１は翼フォーク一枚の面積当たり
に複数設けられている。
【００２４】
　しかしながら、このようなフォーク型のタービンロータでは、翼フォーク１０にピン穴
１１を複数設けても、タービンの回転に伴ってかかる応力によりピン穴５，１１の周囲に
亀裂（以下、欠陥と記載する）が生じることがある。したがって、供用中のタービン動翼
２の信頼性を確認するためにも、翼フォーク１０の欠陥検査技術が重要である。
【００２５】
　フォークの欠陥検査には、従来、図２に示した磁粉探傷試験（ＭＴ：Magnetic particl
e Testing）が利用されていた。ＭＴとは、検査対象４０にＮ磁極４１とＳ磁極４２で磁
場をかけた際に欠陥４４から漏洩する磁束を検出する手法である。ＭＴでは、欠陥からの
漏洩磁束に集積される蛍光物質を塗布した磁性金属粉４３に紫外線を照射し、蛍光物質の
発光を基に磁性金属粉４３の集積の有無を観察することで欠陥を検出する。しかし、ＭＴ
による欠陥検査ではピンを抜いてディスクとタービン動翼を分解する必要があるため、検
査に時間がかかるのが問題であった。
【００２６】
　そこで、非分解検査を実現する技術として、超音波探傷試験（ＵＴ：Ultrasonic Testi
ng）の適用が検討された。ＵＴとは、図３に示すように、超音波センサ４５を用いて検査
対象４０内に超音波Ｕを送信し反射波を受信する検査方法であって、欠陥４３からの反射
があるか否かで欠陥の有無を評価する。
【００２７】
　図４は翼フォークの軸方向の厚みと２次元超音波探傷の検査結果の関係を説明する図で
、図４（ａ）にはフォーク型のタービン動翼に対するＵＴの施工方法、図４（ｂ）にはフ
ォークの軸方向の厚みを１７ｍｍとした場合の翼フォークのピン穴近傍の２次元超音波探
傷像、図４（ｃ）にはフォークの軸方向の厚みを６．６ｍｍとした場合の翼フォークのピ
ン穴近傍の２次元超音波探傷像をそれぞれ表している。図４（ａ）における符号は既出図
面に合わせてある。図４（ｂ）及び図４（ｃ）に示した結果から判るように、翼フォーク
の厚みが６．６ｍｍの場合の方が１７ｍｍの場合よりもノイズが多く、翼フォークの厚み
が小さくことによってノイズが増加したことが判る。
【００２８】
　図５はＵＴにおけるノイズの発生原理の説明図である。
  フォーク厚みが小さくなることにより、入射後ダイレクトに反射点で反射して戻ってく
るパス１と、往路でフォークの内面で反射されて反射点に当たって復路でもフォーク内面
で反射して入射点に戻ってくるパス２の距離の差が、翼フォークが薄くなることにより小
さくなる。これがノイズの発生要因となる。
【００２９】
　図６は図５の機構におけるノイズ発生領域の超音波伝播距離とフォーク厚みとの相関関
係を表す図である。
  この図６から、パス１とパス２の超音波伝播距離の差が、超音波探傷における超音波の
波長λよりも短くなるとノイズが発生することが判る。
【００３０】
　以上を踏まえ、このようなフォーク厚みが狭くなることによる形状信号が発生し難く超
音波探傷に好適なフォーク型翼植込部を有するタービン動翼の実施の形態を説明する。
【００３１】
　＜第１の実施の形態＞
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　図７は本発明の第１の実施の形態に係るタービン動翼の構成図で、図７（ａ）はロータ
径方向外側から見た翼植込部の平面図、図７（ｂ）はロータ回転方向から見た翼植込部の
側面図、図７（ｃ）はロータ軸方向から見た翼植込部（後述の外フォーク）の正面図、図
７（ｄ）はロータ軸方向から見た翼植込部（後述の中フォーク）の正面図である。これら
の図中の符号は既出図面と対応している。
【００３２】
　図７（ａ）－図７（ｄ）に示したように、本実施の形態では、翼取り付け面１３上に複
数の平滑面１５が設けられている。平滑面１５は、翼取り付け面１３上におけるＵＴセン
サ４５の載置面であり、ＵＴセンサ４５を載置した際に翼取り付け面１３との間に隙間が
生じないように平滑に形勢されており、また翼取り付け面１３の翼フォーク１０の延長上
（翼フォーク１０をロータ回転中心から翼取り付け面１３に投影した面上）に位置してい
る。これら平滑面１５の面積は、現状で最も小さいＵＴが可能なＵＴセンサの大きさを考
慮して９ｍｍ２以上とする。一方、タービン動翼を回転させる作動流体の乱れの発生を抑
制することを考慮して、平滑面１５の面積は１００ｍｍ２以下であることが好ましい。ま
た、本実施の形態では、ＵＴセンサ４５の位置合わせが容易なように平滑面１５の大きさ
をＵＴセンサ４５の底面積と等しくしてあるが、１００ｍｍ２の範囲でＵＴセンサ４５の
底面積より大きくすることもできる。
【００３３】
　また、本実施の形態の場合、複数の翼フォーク１０のうちロータ軸方向の端部（ロータ
軸方向の最上流側と最下流側）に位置する外フォーク１０に対し、それらの間に位置する
中フォーク１０’（説明の便宜上、中フォークの符号を１０’と区別する）がロータ回転
方向にピン穴１１のロータ回転方向ピッチの半分だけ位置をずらした構成を例示している
。図７に例示したタービン動翼において、外フォーク１０ではロータ回転方向の両側端面
に半割れのピン穴１１が開口しているのに対し、中フォーク１０’ではロータ回転方向の
中央部にピン穴１１’が１つ開口している。外フォーク１０と中フォーク１０’のロータ
回転方向の幅は等しい。但し、外フォーク１０と中フォーク１０’のロータ回転方向への
位置のずれや幅はこれに限定されるものではない。
【００３４】
　まず、外フォーク１０について超音波探傷に好適な形状を検討する。
【００３５】
　図８（ａ）は外フォークにおいて直接的に探傷部位へ超音波が到達する場合の超音波伝
播経路をロータ回転方向から見た側面図、図８（ｂ）はロータ軸方向から見たその正面図
である。
【００３６】
　図８（ａ）及び図８（ｂ）に示したようにＵＴセンサ４５からの超音波が検査箇所にダ
イレクトに到達しその反射波が直接ＵＴセンサ４５に戻ってくる場合、その超音波伝播経
路長は、
　［（Ｈ２＋（Ｌ－Ｓ）２＋（Ｗ３）２）］１／２　・・・（１）
と表される。
【００３７】
　ここで、
　Ｈ＝Ｈ０＋Ｈ１：ロータ径方向にとったＵＴセンサ４５から検査箇所（ピン穴）の中心
までの距離
　Ｌ：ロータ回転方向にとった翼フォークの幅
　Ｗ３：ロータ軸方向にとったＵＴセンサ４５の中心と翼フォークの端部との距離
　Ｓ：ロータ径方向にとったＵＴセンサ４５の中心と翼フォークの端部との距離
である。
【００３８】
　図８（ｃ）は外フォークにおいて翼フォークの内面反射を伴う場合の超音波伝播経路を
ロータ回転方向から見た側面図正面図、図８（ｄ）はロータ軸方向から見たその正面図で
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ある。この場合の超音波経路長は、
　［（Ｈ２＋（Ｌ－Ｓ）２＋（Ｗ２＋Ｗ３）２）］１／２　・・・（２）
と表される。
【００３９】
　ここで、
　Ｗ２：ロータ軸方向にとった翼フォークの厚み（例えばＷ３の２倍）
である。
【００４０】
　先に説明したノイズ発生原理から、式（２）と式（１）で表される超音波経路長の差を
超音波探傷に用いる超音波（ＵＴセンサ４５が発振する超音波）の波長λよりも長くして
おけば、超音波探傷におけるノイズを減少させることができる。
【００４１】
　この場合、外フォーク１０のフォーク下部厚みを、
　［（Ｈ２＋（Ｌ－Ｓ）２＋（Ｗ２＋Ｗ３）２）］１／２－［（Ｈ２＋（Ｌ－Ｓ）２＋（
Ｗ３）２）］１／２＞λ　・・・（３）
で表される関係式が成立するように形成する。
【００４２】
　次に、中フォーク１０’について検討する。
【００４３】
　図９（ａ）は中フォークにおいて直接的に探傷部位へ超音波が到達する場合の超音波伝
播経路をロータ回転方向から見た側面図、図９（ｂ）はロータ軸方向から見たその正面図
である。
【００４４】
　この場合の超音波伝播経路長は、
　［（Ｈ２＋（Ｌ２－Ｓ）２＋（Ｗ３）２）］１／２　・・・（１１）
と表される。
【００４５】
　ここで、
　Ｌ２：ロータ回転方向にとった翼フォーク１０’の端部からピン穴１１’の中心までの
距離
である。
【００４６】
　図９（ｃ）は中フォークにおいて翼フォークの内面反射を伴う場合の超音波伝播経路を
ロータ回転方向から見た側面図、図９（ｄ）はロータ軸方向から見たその正面図である。
【００４７】
　この場合の超音波伝播経路長は、
　［（Ｈ２＋（Ｌ２－Ｓ）２＋（Ｗ２＋Ｗ３）２）］１／２　・・・（１２）
と表される。
【００４８】
　先に説明したノイズ発生原理から、式（１２）と式（１１）で表される超音波経路長の
差を超音波探傷に用いる超音波の波長λよりも長くしておけば、超音波探傷におけるノイ
ズを減少させることができる。
【００４９】
　この場合、中フォーク１０’のフォーク下部厚みを、
　［（Ｈ２＋（Ｌ２－Ｓ）２＋（Ｗ２＋Ｗ３）２）］１／２－［（Ｈ２＋（Ｌ２－Ｓ）２

＋（Ｗ３）２）］１／２＞λ　・・・（１３）
で表される関係式が成立するように形成する。
【００５０】
　なお、翼取り付け部８の軸方向の厚みＷ０（図７（ｂ）参照）を変えずに式（３）及び
式（１３）の制約を満たすためには、１つのタービン動翼当たりの翼フォークの枚数Ｎ１
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を、
　Ｎ１＜（Ｗ０／Ｗ２＋１）／２　・・・（４）
とする必要がある。
【００５１】
　図１０は本実施の形態のタービン動翼の超音波探傷に用いる超音波探傷システムの概略
構成図、図１１はその機能ブロック図である。
  図１０及び図１１に示した超音波探傷システムは、パーソナルコンピュータ（パソコン
）６０、ＵＴ装置６１、ＵＴセンサ４５より構成されている。
【００５２】
　パソコン６０は、各種演算処理を実行するＣＰＵ２１、演算結果や演算途中の値を一時
的に記憶するＲＡＭ２３、プログラムや必要な定数を記憶したＲOＭ２４、ＨＤＤ２２、
Ｉ／Oポート２５、キーボード２６、ＤＶＤやブルーレイディスクのような記録メディア
２７、モニタ２８等を備えている。
【００５３】
　ＵＴ装置６１は、Ｉ／Oポート２５、Ｄ／Ａコンバータ３０、Ａ／Ｄコンバータ２９を
備えている。
【００５４】
　図１２はＵＴセンサ４５の一構成例を表す概略構成図である。
  図１２に示したＵＴセンサ４５は、検査対象に面する複数の超音波素子３１と、各超音
波素子３１の底面（検査対象との対向面）に設けられた電極３２と、各超音波素子の上面
に設けられた電極３２Ｂと、電極３２，３２Ｂに電圧を印加する信号線３３と、電極３２
Ｂ上に設けられ発振した超音波のエネルギーを吸収するダンパー３４とを備えている。Ｕ
Ｔセンサ４５は、例えば超音波素子３１が軸方向に並ぶように翼取り付け面１３の平滑面
１５に取り付けられる。超音波素子３１、電極３２，３２Ｂ及びダンパー３４は、保護ケ
ース３５内に格納されている。超音波素子３１としてはＰＺＴ、ＬｉＮｂＯ３、ＰＶＤＦ
等の圧電素子を、電極３２や電極３２ＢしてはＡｕ，Ａｇ，Ｃｕ等の導電性の高い金属を
、信号線３３としては銅線を、ダンパー３４としてはＨｆ，Ｗ，Ｔａ等の金属を樹脂に混
合したものをそれぞれ用いることができる。また、保護ケース３５は、樹脂、金属のうち
１つ以上の材質からなるものを成型して用いることができる。また、ダンパー３４は超音
波発振時の残振を減らすので、これを設けることによってＳ／Ｎを向上させることができ
る。
【００５５】
　図１３はＵＴセンサ４５の超音波による発振方法の説明図である。
  図１３に示すように、ＵＴを行う際には、ＵＴセンサ４５に並べられた各超音波素子３
１から発振した超音波が収束点３６に同時に届くように、各超音波素子３１の超音波発振
開始時間を素子の位置に応じて調整する。ここで、超音波素子３１と収束点３６との最大
距離をｍａｘ（Ｌ）［ｍ］、図中左からｉ番目の超音波素子３１と収束点３６との距離を
Ｌｉ［ｍ］、超音波の伝搬速度（音速）をＶ［ｍ／ｓ］、ｉ番目の超音波素子３１のＸ座
標をｘｉ［ｍ］、ｉ番目の超音波素子３１のＹ座標をｙｉ［ｍ］、収束点３６のＸ座標を
ｘｆ［ｍ］、収束点３６のＹ座標をｙｆ［ｍ］とすると、ｉ番目の超音波素子３１と収束
点３６との距離Ｌｉ［ｍ］、及び各超音波素子３１の超音波発振開始時間差ｄｔ［ｓ］は
、それぞれ、
　Ｌｉ＝（（ｘｉ－ｘｆ）２＋（ｙｉ－ｙｆ）２）１／２［ｍ］　・・・（５）
　ｄｔ＝（ｍａｘ（Ｌ）－Ｌｉ）／Ｖ［ｓ］　・・・（６）
と表される。
【００５６】
　図１４は超音波発振開始時間差ｄｔ［ｓ］の一例を示す図である。
  図１４では、超音波素子３１の総数が２０個、Ｖ＝５７８０［ｍ／ｓ］、ｘｉ＝（０．
５ｉ－０．２５）×１０－３［ｍｍ］、ｙｉ＝０［ｍ］、ｘｆ＝０［ｍ］、ｙｆ＝３×１
０－２［ｍ］のときの超音波発振開始時間差ｄｔ［ｓ］を例示している。この図に示すよ
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うに、収束点３６から遠い超音波素子３１を早く発振させると、各超音波素子３１から収
束点３６への超音波到達時間が揃うので信号強度を強くすることができる。
【００５７】
　図１５は上記の超音波探傷システムを用いた超音波探傷手順の一例を表すフローチャー
トである。
【００５８】
　（ステップ１０１：タービン形状入力）
　このステップでは、記録メディア２７に予め記憶させてある探傷検査対象のタービン動
翼の翼フォークの形状をパソコン６０に取り込む。
【００５９】
　（ステップ１０２：超音波伝播経路解析）
　このステップでは、記録メディア２７からの入力データがパソコン６０のＩ／Oポート
２５を介してＣＰＵ２１に伝えられ、ＲＡＭ２３、ＨＤＤ２２のうち少なくとも１つの記
憶媒体に保存される。また、入力した翼フォークの形状データに基づき、ＣＰＵ２１によ
り、ＲＯＭ２４に格納されたプログラムに従って図２３に示すレイトレース法で超音波伝
播経路を解析する。レイトレース法とは、入射した超音波が鏡面対象に反射されるとして
、超音波伝播経路を解析する手法である。
【００６０】
　（ステップ１０３：遅延時間計算）
　このステップでは、ステップ１０２における超音波伝播経路の解析結果に基づいて先に
図１２に示したＵＴセンサ４５の動作条件を解析し、タービン動翼２の翼取り付け面１３
の各平滑面１５にＵＴセンサ４５を設置した場合に、各平滑面４５のＵＴセンサ４５に対
し、各超音波素子３１からの超音波が検査対象箇所に同時に到達する条件をそれぞれ導き
出す。
【００６１】
　（ステップ１０４：センサ設置）
　このステップでは、各平滑面１５にＵＴセンサ４５を設置する。この場合、全ての平滑
面１５にＵＴセンサ４５を設置する必要は必ずしもなく、必要箇所に設置すれば良い。ま
た、同時に複数の平滑面１５にＵＴセンサ４５を設置することもできるし、同じＵＴセン
サ４５を複数の平滑面１５に移設して順番に超音波探傷を実施していくこともできる。
【００６２】
　（ステップ１０５：超音波探傷）
　このステップでは、パソコン６０のＣＰＵ２１で解析した超音波発信開始時間をパソコ
ン６０のＩ／Oポート２５を介してＵＴ装置６１に伝達し、ＵＴ装置６１のＩ／Oポート２
５、Ｄ／Ａコンバータ３０を介して超音波素子３１に電圧を印加して超音波を発信する。
また、送信した超音波の反射波が超音波素子３１で受信された場合、反射波は電圧に変換
されてＡ／Ｄコンバータ２９、ＵＴ装置６１のＩ／Oポート２５、パソコン６０のＩ／Ｏ
ポート２５を介してＣＰＵ２１に伝達される。この探傷データはＲＯＭ２４、ＲＡＭ２３
、ＨＤＤ２２、記憶メディア２７の少なくとも１つの記録媒体に保存される。また、オペ
レータの操作に従って、探傷結果をモニタ２８に表示して欠陥の有無を表示する。
【００６３】
　本実施の形態によれば、予め式（３）や式（１３）を満足するように翼フォーク１０を
形成しておくことにより、フォーク厚みの狭小化によるノイズ増加を抑制することが可能
であり、超音波探傷の確度を向上させることができ、供用中のタービン動翼の信頼性向上
を図ることができる。よって、フォーク形状を予め超音波探傷に好適化したフォーク型の
タービン動翼を提供することができる。また、図７（ａ）－図７（ｄ）に示した外フォー
ク１０のようにピン穴がフォークのロータ回転方向の端部にある翼フォークのみを有する
タービン動翼にあっては、各翼フォークが式（３）を満たす形状であれば良い。反対に、
中フォーク１０’のようにピン穴がロータ回転方向の中央領域にある翼フォークのみを有
するタービン動翼にあっては、各翼フォークが式（１３）を満たす形状であれば良い。
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【００６４】
　＜第２の実施の形態＞
　図１６は本発明の第１の実施の形態に係るタービン動翼の構成図で、図１６（ａ）はロ
ータ径方向外側から見た翼植込部の平面図、図１６（ｂ）はロータ回転方向から見た翼植
込部の側面図、図１６（ｃ）はロータ軸方向から見た翼植込部（外フォーク）の正面図、
図１６（ｄ）はロータ軸方向から見た翼植込部（中フォーク）の正面図である。これらの
図中の符号は既出図面と対応している。
【００６５】
　第１の実施の形態では翼取り付け部８のロータ軸方向の長さを所望の長さ（例えば一般
的なタービン動翼と同程度）にした場合に翼フォーク１０の枚数が式（４）の条件に制限
される。それに対し、本実施の形態では、翼フォークの枚数を所望の枚数（例えば一般的
なタービン動翼と同程度）確保した上で、ＵＴのノイズ低減の条件を満たす各翼フォーク
の厚みを導き出し、導き出した形状にタービン動翼を形成する。
【００６６】
　図１６（ａ）－図１６（ｄ）に示したように、本実施の形態では、翼取り付け面１３上
に複数の平滑面１５が設けられている。平滑面１５は、第１の実施の形態と同様、翼取り
付け面１３上におけるＵＴセンサ４５の載置面であり、ＵＴセンサ４５を載置した際に翼
取り付け面１３との間に隙間が生じないように平滑に形勢されており、また翼取り付け面
１３の翼フォーク１０の延長上（翼フォーク１０をロータ回転中心から翼取り付け面１３
に投影した面上）に位置している。これら平滑面１５の面積は、現状で最も小さいＵＴが
可能なＵＴセンサの大きさを考慮して９ｍｍ２以上とする。一方、タービン動翼を回転さ
せる作動流体の乱れの発生を抑制することを考慮して、平滑面１５の面積は１００ｍｍ２

以下であることが好ましい。また、本実施の形態では、ＵＴセンサ４５の位置合わせが容
易なように平滑面１５の大きさをＵＴセンサ４５の底面積と等しくしてあるが、１００ｍ
ｍ２の範囲でＵＴセンサ４５の底面積より大きくすることもできる。
【００６７】
　また、軸方向の最上流側と最下流側に位置する翼フォーク１０に対し、それらの間に位
置する中フォーク１０’がロータ回転方向にピン穴１１のロータ回転方向ピッチの半分だ
け位置をずらした構成を例示している。図１６に例示したタービン動翼において、外フォ
ーク１０ではロータ回転方向の両側端面に半割れのピン穴１１が開口しているのに対し、
中フォーク１０’ではロータ回転方向の中央部にピン穴１１’が１つ開口している。外フ
ォーク１０と中フォーク１０’のロータ回転方向の幅は等しい。但し、外フォーク１０と
中フォーク１０’のロータ回転方向への位置のずれや幅はこれに限定されるものではない
。
【００６８】
　図１７（ａ）は外フォークにおいて超音波をフォーク内面で反射させながら探傷部位へ
到達させる場合の超音波伝播経路をロータ回転方向から見た側面図、図１７（ｂ）はロー
タ軸方向から見たその正面図である。
【００６９】
　この場合の超音波伝播経路長は、
　［（Ｈ２＋（（ｎ＋１）・Ｌ－Ｓ）２＋（Ｗ３）２）］１／２　・・・（７）
と表される。
【００７０】
　ここで、
　ｎ：ピン穴に到達するまでに翼フォークの内面で超音波が反射する回数
である。
【００７１】
　図１７（ｃ）は図１７（ａ）及び図１７（ｂ）に示したモデルよりも反射回数が増えた
場合の超音波伝播経路をロータ回転方向から見た側面図、図１７（ｄ）はロータ軸方向か
ら見たその正面図である。
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【００７２】
　この場合の超音波経路長は、
　［（Ｈ２＋（（ｎ＋１）・Ｌ－Ｓ）２＋（Ｗ２＋Ｗ３）１／２　・・・（８）
と表される。
【００７３】
　これらの経路の差が超音波探傷に用いる超音波の波長λよりも長いと超音波探傷におけ
るノイズが減少するため、外フォーク１０のフォーク下部厚みは
　［（Ｈ２＋（（ｎ＋１）・Ｌ－Ｓ）２＋（Ｗ３）２）］１／２－［（Ｈ２＋（（ｎ＋１
）・Ｌ－Ｓ）２＋（Ｗ２＋Ｗ３）１／２＞λ　・・・（９）
で表される条件で制限される。
【００７４】
　図１８（ａ）は中フォークにおいて超音波をフォーク内面で反射させながら探傷部位へ
到達させる場合の超音波伝播経路をロータ回転方向から見た側面図、図１８（ｂ）はロー
タ軸方向から見たその正面図である。
【００７５】
　この場合の超音波伝播経路長は、
　［（Ｈ２＋（ｎ・Ｌ＋Ｌ２－Ｓ）２＋（Ｗ２）２）］１／２　・・・（１４）
と表される。
【００７６】
　図１８（ｃ）は図１８（ａ）及び図１８（ｂ）に示したモデルよりも反射回数が増えた
場合の超音波伝播経路をロータ回転方向から見た側面図、図１８（ｄ）はロータ軸方向か
ら見たその正面図である。
【００７７】
　この場合の超音波伝播経路長は、
　［（Ｈ２＋（ｎ・Ｌ＋Ｌ２－Ｓ）２＋（Ｗ２＋Ｗ３）２）］１／２　・・・（１５）
と表される。
【００７８】
　これらの経路の差が超音波探傷に用いる超音波の波長λよりも長いと超音波探傷におけ
るノイズが減少するため、中フォーク１０’のフォーク下部厚みは
　［（Ｈ２＋（ｎ・Ｌ＋Ｌ２－Ｓ）２＋（Ｗ２＋Ｗ３）２）］１／２－［（Ｈ２＋（ｎ・
Ｌ＋Ｌ２－Ｓ）２＋（Ｗ２）２）］１／２＞λ　・・・（１６）
と表される条件で制限される。
【００７９】
　この条件を満たすため、翼取り付け部８の動翼設置面の軸方向の厚み（翼取り付け部の
複数の翼フォークを取り付ける領域のロータ軸方向の長さ）Ｗ０は、
　Ｗ０＞（２／Ｎ２－１）・Ｗ２　・・・（１７）
と表される条件で制限する。ここで、N２：必用なフォーク枚数である。
【００８０】
　図１８は本実施の形態のタービン動翼の超音波探傷に用いる超音波探傷システムの概略
構成図、図２０はその機能ブロック図である。これらの図面において図１０及び図１１と
同様の部分には図１０及び図１１と同符号を付して説明を省略する。
【００８１】
　本実施の形態で例示する超音波探傷システムは、ＵＴ装置５０及びＵＴセンサ５５で構
成されている。この超音波探傷システムは第１の実施の形態でも使用可能であり、また本
実施の形態に第１の実施の形態の超音波探傷システムを適用することもできる。
【００８２】
　本実施の形態の超音波探傷システムで用いるＵＴ装置５０は、第１の実施の形態の超音
波探傷システムのパソコン６０とＵＴ装置６１を一体にした構成であり、ＣＰＵ２１、Ｈ
ＤＤ２２、ＲＡＭ２３、ＲＯＭ２４、Ｉ／Ｏポート２５、キーボード２６、例えばＣＤや
ＭＯ等の記録メディア２７、モニタ２８、Ａ／Ｄコンバータ２９、Ｄ／Ａコンバータ３０
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を備えている。
【００８３】
　ＵＴセンサ５５は、図２１に示すように翼取り付け部８の平滑面１５に対しシュー１９
を介して取り付けられ、翼取り付け部８の法線に対して入射角θ１で超音波を発振する。
この図２１に例示したＵＴセンサ５５は、単一の超音波素子を利用したシングルプローブ
型のもので、シュー１９を超音波発信素子と試験体（タービン動翼）間に挿入することで
超音波入射角θを調整する。シュー１９は、角度θ１に傾いた斜面を有するクサビ型の部
材であり、翼取り付け面１３における平滑面１５上に載置される。シューの素材としては
アクリル等を好ましく利用することができる。シュー１９の斜面上にはネジ等によってＵ
Ｔセンサ５５が固定される。シュー１９内での超音波速度をＶ１、検査対象（タービン動
翼）内での超音波速度をＶ２、検査対象内での超音波入射角度をθ２とする。このとき、
スネルの法則から、
　ｓｉｎθ１／Ｖ１＝ｓｉｎθ２／Ｖ２　・・・（１０）
で表される関係式が成り立つ。
【００８４】
　したがって、平滑面１５に対する超音波入射角θ２を所望の角度に調整する場合には、
式（１０）が成立する角度θ１を有するシュー１９を用いて超音波を発振する。
【００８５】
　図２２は本実施の形態における超音波探傷手順を表すフローチャートである。図２２に
示したステップで、図１９－図２１に示した超音波探傷システムを用い超音波探傷を実施
する。
【００８６】
　（ステップ２０１：超音波伝播経路解析）
　このステップでは、まず記録メディア２７に予め記憶させてある探傷検査対象のタービ
ン動翼の翼フォークの形状がＩ／Oポート２５を介してＣＰＵ２１に伝えられ、ＲＡＭ２
３、ＨＤＤ２２のうち少なくとも１つの記憶媒体に保存される。そして、入力した翼フォ
ークの形状データに基づき、ＣＰＵ２１により、ＲＯＭ２４に格納されたプログラムに従
って図２３に示すレイトレース法で超音波伝播経路を解析する。レイトレース法とは、入
射した超音波が鏡面対象に反射されるとして、超音波伝播経路を解析する手法である。
【００８７】
　（ステップ２０２：シュー角度決定）
　このステップでは、ＣＰＵ２１によりフォーク形状を基に先述した要領でＵＴセンサ５
５の超音波入射角θ１（すなわちシュー１９の角度）が決定される。
【００８８】
　（ステップ２０３：センサ設置）
　このステップでは、各平滑面１５にＵＴセンサ５５を設置する。この場合、全ての平滑
面１５にＵＴセンサ５５を設置する必要は必ずしもなく、必要箇所に設置すれば良い。ま
た、同時に複数の平滑面１５にＵＴセンサ５５を設置することもできるし、同じＵＴセン
サ５５を複数の平滑面１５に移設して順番に超音波探傷を実施していくこともできる。
【００８９】
　（ステップ２０４：超音波探傷）
　このステップでは、キーボード２６からＵＴ開始信号が入力されたら、ＵＴ開始信号が
Ｉ／Ｏポート２５を介してＣＰＵ２１に伝達される。ＣＰＵ２１ではＵＴ開始信号に基づ
きＩ／Ｏポート２５、Ｄ／Ａコンバータ３０を介してＵＴセンサ５５に電圧を印加して超
音波を発信する。超音波センサ５５で受信された反射波は、Ａ／Ｄコンバータ２９、Ｉ／
Ｏポート２５を介してＣＰＵ２１に伝達される。ＣＰＵ２１は、ＲＡＭ２３、ＨＤＤ２２
、記録メディア２７の少なくとも１つの記録媒体に反射波信号を記録する。また、Ｉ／Ｏ
ポート２５を介してモニタ２８に探傷結果を表示し、欠陥の有無を評価する。
【００９０】
　本実施の形態によれば、予め式（９）や式（１６）を満足するように翼フォーク１０を
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形成しておくことにより、フォーク厚みの狭小化によるノイズ増加を抑制することが可能
であり、超音波探傷の確度を向上させることができ、供用中のタービン動翼の信頼性向上
を図ることができる。よって、フォーク形状を予め超音波探傷に好適化したフォーク型の
タービン動翼を提供することができる。また、図１６（ａ）－図１６（ｄ）に示した外フ
ォーク１０のようにピン穴がフォークのロータ回転方向の端部にある翼フォークのみを有
するタービン動翼にあっては、各翼フォークが式（９）を満たす形状であれば良い。反対
に、中フォーク１０’のようにピン穴がロータ回転方向の中央領域にある翼フォークのみ
を有するタービン動翼にあっては、各翼フォークが式（１６）を満たす形状であれば良い
。
【００９１】
　更に、本実施の形態のタービン動翼によれば、第１の実施の形態に比べ、翼取り付け部
８のロータ軸方向の長さが同じであれば翼フォーク１０の枚数を多く確保する上で有利で
あるため、翼フォークが１本損傷した場合の残りのフォークの合計厚みを厚くすることが
でき、翼破断の抑制効果も高い。
【図面の簡単な説明】
【００９２】
【図１】本発明の適用対象となるフォーク型のタービン動翼を用いたタービンロータの構
成を表す斜視図である。
【図２】磁粉探傷法の原理説明図である。
【図３】超音波探傷法の原理説明図である。
【図４】翼フォークの軸方向の厚みと２次元超音波探傷の検査結果の関係を説明する図で
ある。
【図５】超音波探傷試験におけるノイズの発生原理の説明図である。
【図６】図５の機構におけるノイズ発生領域の超音波伝播距離とフォーク厚みとの相関関
係を表す図である。
【図７】本発明の第１の実施の形態に係るタービン動翼の構成図である。
【図８】本発明の第１の実施の形態に係るタービン動翼の外フォークの超音波伝播経路を
表す図である。
【図９】本発明の第１の実施の形態に係るタービン動翼の中フォークの超音波伝播経路を
表す図である。
【図１０】本発明の第１の実施の形態に係るタービン動翼の超音波探傷に用いる超音波探
傷システムの概略構成図である。
【図１１】本発明の第１の実施の形態に係るタービン動翼の超音波探傷に用いる超音波探
傷システムの機能ブロック図である。
【図１２】本発明の第１の実施の形態に係るタービン動翼の超音波探傷に用いるＵＴセン
サの一構成例を表す概略構成図である。
【図１３】本発明の第１の実施の形態に係るタービン動翼の超音波探傷における超音波の
発振方法の説明図である。
【図１４】本発明の第１の実施の形態に係るタービン動翼の超音波探傷における超音波発
信時間差の例を表す図である。
【図１５】本発明の第１の実施の形態に係るタービン動翼の超音波探傷手順を表すフロー
チャートである。
【図１６】本発明の第２の実施の形態に係るタービン動翼の構成図である。
【図１７】本発明の第２の実施の形態に係るタービン動翼の外フォークの超音波伝播経路
を表す図である。
【図１８】本発明の第２の実施の形態に係るタービン動翼の中フォークの超音波伝播経路
を表す図である。
【図１９】本発明の第２の実施の形態に係るタービン動翼の超音波探傷に用いる超音波探
傷システムの概略構成図である。
【図２０】本発明の第２の実施の形態に係るタービン動翼の超音波探傷に用いる超音波探
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【図２１】本発明の第２の実施の形態に係るタービン動翼の超音波探傷に用いるＵＴセン
サの一構成例を表す概略構成図である。
【図２２】本発明の第２の実施の形態に係るタービン動翼の超音波探傷手順を表すフロー
チャートである。
【図２３】レイトレース法における超音波反射角の取り扱いの説明図である。
【図２４】ダブテイル型タービン動翼の斜視図である。
【符号の説明】
【００９３】
１　　　ディスク
２　　　タービン動翼
３　　　ピン
４　　　ディスクフォーク
５　　　ピン穴
７　　　翼植込部
８　　　翼取り付け部
９　　　翼部
１０　　翼フォーク、外フォーク
１０’　中フォーク
１１　　ピン穴
１３　　翼取り付け面
１５　　平滑面
１９　　シュー
４５　　ＵＴセンサ
Ｈ　　　ロータ径方向にとったＵＴセンサからピン穴の中心までの距離
Ｌ　　　ロータ回転方向にとったフォークの幅
Ｌ２　　ロータ回転方向にとったフォーク端部からピン穴の中心までの距離
Ｎ１　　翼フォークの枚数
Ｎ２　　翼フォークの枚数
Ｓ　　　ロータ径方向にとったＵＴセンサの中心とフォーク端部との距離
Ｕ　　　超音波
Ｗ２　　フォークのロータ軸方向の厚み
Ｗ３　　ロータ軸方向にとった超音波センサの中心とフォーク端部との距離
λ　　　ＵＴセンサが発振する超音波の波長
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